
◦
税小

型
特
殊
自
動
車
は
ナ
ン

バ
ー
プ
レ
ー
ト
が
必
要
で
す

 

　
小
型
特
殊
自
動
車
は
、
公
道
走
行
の
有
無
に

関
わ
ら
ず
、
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）の
申
告
を

し
て
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
交
付
を
受
け
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
新
し
く
取
得
し
た
車
両
や
、

現
在
お
持
ち
の
車
両
で
ナ
ン
バ
ー
が
付
い
て
い
な

い
も
の
が
あ
る
方
は
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

▪
申
告
場
所

　

市
役
所
税
務
課
・
赤
羽
根
市
民
セ
ン
タ
ー
・

渥
美
支
所
市
民
サ
ー
ビ
ス
課

▪
必
要
な
も
の

①
交
付
申
請
書

②
販
売
証
明
書
ま
た
は
譲
渡
証
明
書
な
ど

③
届
出
者
の
本
人
確
認
書
類（
免
許
証
な
ど
）

④
車
両
情
報（
車
名
、
車
台
番
号
、
排
気
量

　
な
ど
）

▼
税
務
課　
☎
23‐３
５
１
０

市
税
な
ど
の
納
付
忘
れ
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？

　

皆
さ
ん
が
納
め
る
市
税
や
公
共
料
金
は
福

祉
、
教
育
、
防
災
な
ど
の
事
業
の
財
源
と
な
っ

て
い
ま
す
。
市
税
や
各
種
料
金
な
ど
負
担
の
公

平
性
を
確
保
す
る
た
め
、
適
切
な
納
付
を
お
願

い
し
ま
す
。

▼
収
納
課　
☎
23‐７
４
０
２

区分 農耕作業用 その他

要件
· 乗用装置有り
· 最高速度35km/h未満
· 大きさ、排気量の制限なし

· 乗用装置有り
· 最高速度15km/h以下
· 長さ4.7ｍ以下
· 幅1.7ｍ以下
· 高さ2.8ｍ以下

例 トラクター、防除機、乗用
管理機、コンバイン

フォークリフト、ロードロ
ーラ、ショベルローダ

軽自動車税
（年額） ２，４００円 ５，９００円

※小型特殊自動車としての要件を1つでも超えるものは、大型特殊自動車として
償却資産の申告が必要です。公道走行するものは、陸運局で登録し、ナンバー
の交付を受けることが必要です。

Ｑ 

税
金
を
滞
納
す
る
と
ど
う
な
り
ま
す
か
？

Ａ 

法
律
に
基
づ
き
滞
納
者
の
財
産
調
査
や

差
し
押
さ
え（
滞
納
処
分
）を
行
う
場
合

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
滞
納
が
続
い
た

場
合
、
本
税
と
は
別
に
延
滞
金
を
納
付

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

Ｑ 

差
し
押
さ
え
の
対
象
は
何
で
す
か
？

Ａ 

預
貯
金
、
給
与
、
生
命
保
険
な
ど
の
返

戻
金
、
売
掛
金
、
動
産（
車
・
バ
イ
ク
・

貴
金
属
な
ど
）、
不
動
産（
土
地
・
建
物
）

な
ど
が
差
し
押
さ
え
の
対
象
で
、
滞
納

分
の
税
の
納
付
に
充
て
ら
れ
ま
す
。

暮らしの備忘録は、保険年金や税・子育てなどの情報で期
限があるものや更新が必要な内容などを掲載しています。
忘れないように確認しましょう！

内　容 問い合わせ

償却資産の
申告

市内に償却資産を所有している方は、令和8年１月１日現在の所有状況を申告して
ください。1２月中旬頃に申告書を送付します。
※提出期限、申告書の作成方法、対象資産など詳しくは市ＨＰにて

税務課
☎２3‐３５１０

今月の
納税・使用料

納期限：1２月25日（木）
固定資産税・都市計画税（3期）、後期高齢者医療保険料・国民健康保険税（６期）、市営住宅使用料・
保育料（12月分）、水道料・下水道使用料・農業集落排水施設使用料（10・11月分）

連
載
コ
ー
ナ
ー

お
で
か
け
情
報

み
ん
な
の
ひ
ろ
ば

た
は
ら
ス
ナ
ッ
プ

こ
こ
見
て
！
た
は
ら

お
し
ら
せ

広報たはら  令和7年12月│    │15

※市役所への郵送は【〒441-3492　住所不要】


